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Ⅰ．共通編 
 

Ⅰ－１．全国道路施設データベース（道路橋）の概要 
 

全国道路施設データベース（道路橋）（以降、道路橋データベースと呼びます）は、道路橋の諸

元、点検結果、補修･補強履歴等に関するデータを閲覧・登録するシステムです。 

本マニュアル編集時点において収納するデータは、国土交通省で収集、保管されている関連し調

査、調書、台帳類に基づいたもので、本マニュアル編集時点で以下の既往データとなります。 

なお、閲覧、登録の機能は、ログインするユーザーの分類により制限されています。 

 

種類 内容 対象施設 

77条調査 道路法第 77 条による調査デ

ータ 

国内の橋長 2m 以上の全道路橋 

橋梁管理カルテ 橋梁の維持管理の体系と橋梁

管理カルテ作成要領（案）に基

づくカルテデータ 

国土交通省が直轄管理する道路

橋 ※ 

橋梁定期点検結果 橋梁定期点検要領に基づく点

検記録 

同上 

道路管理データ 道 路 管 理 デ ー タ ベ ー ス

(MICHI)で収集されたデータ 

同上 

第三者被害予防措置(調書) 橋梁における第三者被害予防

措置要領(案)に基づく記録 

同上 

塩害特定点検調書 コンクリート橋の塩害に関す

る特定点検要領(案)に基づく

記録 

同上 

詳細調査結果 橋梁の健全性診断に係る調査

の記録 

同上 

ハッチング範囲は現在準備中 

※今後、国土交通省以外の地公体でもデータ登録は可能です。 
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Ⅰ－２．基本操作 
 

Ⅰ－２－１．ログイン 
ＷＥＢブラウザを起動し、以下の URLを入力し道路橋データベースにアクセスします。 

「https://road-structures-db.mlit.go.jp/」  

 

ログイン画面が表示されます。 

①ユーザーID、②パスワードを入力し、③データ利用規約の同意をチェックし、④「ログイン」

をクリックします。 

 
 

全国道路施設点検データベースの施設選択画面が表示されます。 

「道路橋」をクリックすると、道路橋データベース画面に遷移します。 

 

 

①
① ②
① ③

① ④
① 
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Ⅰ－２－２．メニュー画面 
道路橋データベースの初期画面では、インフォメーションが表示されます。 

左側の「メニューバー」から参照したいメニューをクリックします。 

ログアウト時は、ユーザー名の右の矢印マークをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メニューバーの表示項目は、ログインユーザーの権限によって変わります。 

  

メンテナンスのお知らせ等、道路橋データ

ベースから情報が表示されます。 

メニューバーから参照したい項

目をクリックする。 
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Ⅱ．データ閲覧編 
 

Ⅱ－１．橋梁リスト（77 条調査） 

 

Ⅱ－１－１．リスト表示・検索方法 
 インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁リスト（77 条調査）」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・管理者区分 1は、国、都道府県、道路公社、政令市、市区町村、高速道路会社のいづれかを選択 

・管理者区分 2は、管理者区分 1で選択した下部組織を選択 

・管理者区分 3は、管理者区分 1、2で選択した下部組織を選択 

 

 

  

 

橋梁リスト（77 条調査）をク

リックする。 

リストを表示するため、管理者区分１、２、

３を選択します。 

■例えば、 

管理者区分 1を「国」とした場合、管理者区分 2は地方整備局（北海道開発局と沖縄総合事務

局を含む）から選択し、管理社区分 3は、選択した整備局の道路管理事務所を選択します。 

管理者区分１，２，３選択後、リストが

表示されます。 
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＜表示画面の説明＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①：管理者区分 1、2、3で選択した機関が管理する橋梁リストが表示される。 

②：１頁に表示する行数を 10橋、20橋、30橋に変更できる。 

③：頁送りする（→：次頁、←：前頁） 

④：追加条件を設定し、データの絞り込みが可能（下図画面） 

 
・「都道府県名」「判定区分」はプルダウンから選択、その他の項目は手入力します。 

・複数項目を選択した場合は、選択項目全てに合致する橋梁リストを表示されます。 

⑤：①に表示されているリストを csvファイルとして出力する。 

①
① 

②
① 

③
① 

④
① 

⑤
① 
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Ⅱ－１－２．詳細情報の表示方法 
 参照したい橋梁の「作業用番号」をクリックし、「７７条調査明細」を表示します。 

 

 

 

 

 

未入力の項目は、項目名

を紫色で表示される 

全項目を６項目に分類して表示（諸元、老朽化対策、老朽化対

策（跨線橋）、交通規制、耐震補強、高速跨道橋） 

項目タブをクリックすると遷移する。 
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Ⅱ－１－３．地図表示及び帳票表示機能 
 

①① 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・①～⑤のマークをクリックすると地図や帳票を表示します。 

・①地図:位置図を表示します。 

・②カルテ：橋梁管理カルテ様式 3を PDFで表示します。 

・③点検：点検調書を PDFで表示します。 

・④MICHI：橋梁台帳を PDFで表示します。 

・⑤点検表：点検表記録様式１，２のエクセルファイルをダウンロードする。「ファイルを開

く」で表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①
① 

② ③ ④ ⑤ 

データが登録されていない、あるいは、データ間の関連

付けが完了していない項目は、アイコンが表示されませ

ん。後者については、今後の関連付けの進捗により整備

を進めます。 
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・⑥に☑すると、⑦が選択可能となり、データの出力、複数橋梁の地図表示が可能となります。 

・「出力」は、選択している橋梁の抽出可能な帳票を圧縮ファイル（zip形式）でダウンロードす

ることが可能です。 

 

 

 

 

  

⑥ 

⑦ 
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Ⅱ－２．橋梁管理カルテ 

 

Ⅱ－２－１．リスト表示・検索方法 
 

・インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁リスト（77 条調査）」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「橋梁管理カルテ」の初期画面 

 
 

 

 

橋梁管理カルテをクリック

する。 

リストを表示するため、年度、地方整備局、

事務所を順に選択し、表示をクリック 

該当する橋梁リストが表示されます。 
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・表示画面の説明 

 

①：年度、地方整備局、事務所、表示により選択した機関が管理する橋梁リストが表示されま

す。 

②：１頁に表示する行数を 10橋、20橋、30橋に変更できます。 

③：頁送りをする機能（→：次頁、←：前頁） 

④：追加条件を設定し、データの絞り込みが可能です。（下図画面） 

 

・「橋梁名」「橋長」は手入力項目、その他の項目はプルダウンから選択できます。 

・複数項目を選択した場合は、選択項目全てに合致する橋梁リストを表示します。 

 

 

 

  

①
① 

②
① 

③
① 

④
① 
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Ⅱ－２－２．地図表示及び帳票表示機能 
 

・①～②のマークをクリックすると地図や帳票を表示します。 

・①地図:地図を表示します。 

・②PDF：橋梁管理カルテ様式 3を PDFで表示します。 

 

 

・③に☑すると、④が選択可能となり、データの出力、複数橋梁の地図表示が可能になります。 

・「出力」は、選択している橋梁の抽出可能な帳票を圧縮ファイル（zip形式）でダウンロードする

ことが可能です。 

  

①
① 

② 

③
① 

④
① 
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Ⅱ－３．橋梁定期点検 
 

Ⅱ－３－１．リスト表示・検索方法 
 

・インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁定期点検」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「橋梁定期点検」の初期画面 

 

 

 

 

橋梁定期点検をクリックする。 

リストを表示するため、年度、地方整備局、事務

所、出張所を順に選択し、表示をクリック 

該当する橋梁リストが表示されます。 



13 

 

・表示画面の説明 

 

① ：年度、地方整備局、事務所、出張所、表示により選択した機関が管理する橋梁リストが表

示されます。（出張所を選択せず、事務所単位での表示は可能） 

② ：１頁に表示する行数を 10橋、20橋、30橋に変更できます。 

③ ：頁送りをする機能です。（→：次頁、←：前頁） 

④ ：追加条件を設定し、データの絞り込みが可能です。（下図画面） 

 

・「橋梁名」「橋長」は手入力項目、その他の項目はプルダウンから選択します。 

・複数項目を選択した場合は、選択項目全てに合致する橋梁リストを表示します。 

 

 

 

 

 

  

①
① 

②
① 

③
① 

④
① 



14 

 

Ⅱ－３－２．地図表示及び帳票表示機能 
 

・①～②のマークをクリックすると地図や帳票を表示します。 

・①地図:地図を表示します。 

・②PDF：定期点検調書を PDFで表示します。 

 
 

・③に☑すると、④が選択可能となり、データの出力、複数橋梁の地図表示が可能となります。 

・「出力」は、選択している橋梁の抽出可能な帳票を圧縮ファイル（zip形式）でダウンロードする

ことを可能にします。 

  

①
① 

② 

③
① 

④
① 
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Ⅱ－４．塩害特定点検 
 

Ⅱ－４－１．リスト表示・検索方法 
 

・インフォメーション画面左のメニューバーから「塩害特定点検」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「塩害特定点検」の初期画面 

 

  

塩害特定点検をクリックする。 

該当する橋梁リストが表示されます。 

リストを表示するため、年度、地方整備局、事務所、

出張所を順に選択し、検索をクリック 
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・表示画面の説明 

 

① ：年度、地方整備局、事務所、出張所、表示により選択した機関が管理する橋梁リストが表

示されます。（出張所を選択せず、事務所単位での表示は可能） 

② ：１頁に表示する行数を 10橋、20橋、30橋に変更できます。 

③ ：頁送りをする機能です。（→：次頁、←：前頁） 

④ ：追加条件を設定し、データの絞り込みが可能です。（下図画面） 

 

・「路線名」「橋梁名」「橋長」は手入力項目、その他の項目はプルダウンから選択します。 

・複数項目を選択した場合は、選択項目全てに合致する橋梁リストを表示します。 

 

 

 

 

 

  

①
① 

②
① 

③
① 

④
① 



17 

 

Ⅱ－４－２．地図表示及び帳票表示機能 
 

・①～②のマークをクリックすると地図や帳票を表示します。 

・①地図:地図を表示します。 

・②PDF：定期点検調書を PDFで表示します。 

 
 

・③に☑すると、④が選択可能となり、データの出力、複数橋梁の地図表示が可能となります。 

・「出力」は、選択している橋梁の抽出可能な帳票を圧縮ファイル（zip形式）でダウンロードする

ことを可能にします。 

 

  

①
① 

② 

③
① 

④
① 
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Ⅱ－５．第三者被害予防措置 
 

Ⅱ－５－１．リスト表示・検索方法 
 

・インフォメーション画面左のメニューバーから「第三者被害予防措置」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「第三者被害予防措置」の初期画面 

 

  

第三者被害予防措置をクリックする。 

該当する橋梁リストが表示されます。 

リストを表示するため、年度、地方整備局、事務所、

出張所を順に選択し、検索をクリック 



19 

 

・表示画面の説明 

 

① ：年度、地方整備局、事務所、出張所、表示により選択した機関が管理する橋梁リストが表

示されます。（出張所を選択せず、事務所単位での表示は可能） 

② ：１頁に表示する行数を 10橋、20橋、30橋に変更できます。 

③ ：頁送りをする機能です。（→：次頁、←：前頁） 

④ ：追加条件を設定し、データの絞り込みが可能です。（下図画面） 

 

・「路線名」「橋梁名」「橋長」は手入力項目、その他の項目はプルダウンから選択します。 

・複数項目を選択した場合は、選択項目全てに合致する橋梁リストを表示します。 

 

 

 

 

 

  

①
① 

②
① 

③
① 

④
① 
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Ⅱ－５－２．地図表示及び帳票表示機能 
 

・①～②のマークをクリックすると地図や帳票を表示します。 

・①地図:地図を表示します。 

・②PDF：定期点検調書を PDFで表示します。 

 
 

・③に☑すると、④が選択可能となり、データの出力、複数橋梁の地図表示が可能となります。 

・「出力」は、選択している橋梁の抽出可能な帳票を圧縮ファイル（zip形式）でダウンロードする

ことを可能にします。 

 

  

①
① 

② 

③
① 

④
① 
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Ⅱ－６．道路管理データ（ＭＩＣＨＩ） 
 

Ⅱ－６－１．リスト表示・検索方法 
 

・インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁リスト（77 条調査）」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「道路管理データ（MICHI）」の初期画面 

 

 

 

道路管理データ（MICHI）を

クリックする。 

該当する橋梁リストが表示されます。 

リストを表示するため、工種、地方整備局、事務

所を順に選択し、表示をクリック 
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・表示画面の説明 

 

① ：工種、地方整備局、事務所、表示により選択した機関が管理する橋梁リストが表示されます 

② ：１頁に表示する行数を 10橋、20橋、30橋に変更できます。 

③ ：頁送りをする機能（→：次頁、←：前頁）です。 

④ ：追加条件の機能はありません。（今後追加予定です。） 

 

 

  

①
① 

②
① 

③
① 

④
① 
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Ⅱ－６－２．地図表示及び帳票表示機能 
 

・①～②のマークをクリックすると地図や帳票を表示します。 

・①地図:地図を表示します。 

・②PDF：道路台帳を PDFで表示します。 

 

 

・③に☑すると、④が選択可能となり、データの出力、複数橋梁の地図表示が可能となります。 

・「出力」は、選択している橋梁の抽出可能な帳票を圧縮ファイル（zip形式）でダウンロードする

ことを可能にします。 

  

①
① 

② 

③
① 

④
① 
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Ⅲ．データ登録編 
 

Ⅲ－１．７７条調査データ 

 

・７７条調査結果の登録方法（個別登録、一括登録）について説明します。 

 

・インフォメーション画面左のメニューバーから「77条調査（登録用）」をクリックします。 

 
①：管理者区分 1、2、3を選択します。 
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Ⅲ－１－１．施設一覧画面の基本操作 
 

・登録用施設一覧画面で表示される項目について基本的な操作方法を説明します。 

 

（１）管理者区分 

 

①：表示されている道路管理者名が自身の所属であるかをこの画面で確認して下さい。 

②：画面右上のログアウトボタンをクリックすると本システムからログアウトします。 

③：管理者区分 1 は、国、都道府県、道路公社、政令市、市区町村、高速道路会社の何れかです。  

管理者区分 2 は、管理者区分 1で選択した下部組織です。 

管理者区分 3 は、管理者区分 1、2 で選択した下部組織です。 

尚、ログインユーザーの管理事務所が特定可能な場合には、対象の管理者区分が自動的に初期

表示されます。 

④「クリックすると追加の検索条件が設定できます」をクリックすると追加条件画面が展開します。

（2.5.1.2 追加条件検索参照） 

⑤：管理者区分 1,2,3を指定することにより担当している管轄内の施設一覧を参照できます。 

⑥：１ページあたりの行数：施設一覧の 1画面に表示する行数を 10、20、30に変更できます。 

⑦：頁送り：←（前頁）、→（次頁） 

⑧：新規施設登録ボタンは、管理者区分 1,2,3を指定することで有効になります。 

 

 

 

 

 

  

① ② 

④ 

⑤ 

③ 

⑥ ⑦ 

⑧ 



26 

 

（２）追加条件による絞り込み検索 

 

・管理者区分及び追加条件を満たす施設一覧を参照できます。 

・「追加条件を設定してください」をクリックすると追加条件画面が閉じます。 

 

 

（３）施設一覧のその他機能 

 

①：作業用番号の左側の選択欄:クリックすると全選択/全解除ができます。 

②：選択欄：操作対象とする施設にチェックをしてください。 

③：作業用番号：クリックすると橋梁（７７条調査）編集画面へ遷移します。  

④：地図：クリックすると対象施設の位置が地図上に表示されます。 

⑤：点検表：クリックすると対象施設の点検記録様式がダウンロードされます。 
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（４）施設一覧からの地図表示と橋梁リスト（７７条調査）への遷移 

 

①：施設一覧の地図マークをクリックすると地図画面に切り替わり施設位置が表示されます。 

②：施設位置マークをクリックすると施設名等のポップアップが表示されます。 

③：ポップアップ内の施設一覧アイコンをクリックすると橋梁リスト（７７条調査）の施設一覧が

表示されます。 

 

  

① 

② 
④ ⑤ ③ 

② 

③ 

① 
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Ⅲ－１－２．新規施設登録 
 

（１）新規施設登録の起動 

・77条調査（登録用）画面から新規登録する施設の管理者区分 1，2，3を選択します。 

・一覧表示画面右下の「新規施設登録」をクリックします。 
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（２）地図の基本操作と地図座標の選択 

①：地図の拡大表示は、＋をクリックします。地図の縮小表示は、―をクリックします。 

・マウスホイールでも地図の拡大／縮小ができます。 

・地図の移動は、ハンドマークをマウスで移動したい方向にドラッグします。 

②：画面右上のメニューから表示モードを切り替え可能です。 

1.標準地図、2.淡色地図、3.白色地図、4.写真 

 

 

  

① ② 
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以下は、表示モードを写真に切り替えた場合の表示例となります。 

 

 

②：地図上で施設の位置をマーク（クリック）します。 

③：「施設位置決定」をクリックします。 

 

なお、DBで表示される地図上では、正確な施設位置の特定が困難な場合には、別途、位置座標を

取得して入力することも可能です。（Ⅲ－１－３．個別データ登録（２） 参照）  

② 

③ 
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（３）新規施設登録 

 

①：作業内容区分、内容はデフォルト値で「追加」、「新設」が選択されます。 

②：諸元、老朽化対策、老朽化対策（跨線橋）、通行規制、耐震補強、高速跨道橋はタブで分割さ

れており、各タブをクリックすることでタブ名に対応する情報の入力が可能となります。 

③：未入力の項目には、項目名が紫文字で表示されます。 

 

 

⑤ 、⑤：施設情報を入力したのち、「登録」をクリックします。 

（施設情報は、登録後に個別登録、一括登録どちらからでも更新することは可能です） 

⑥、⑦：「入力された内容で登録します。よろしいですか？」の問合せに「OK」をクリックします。 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
⑥ 

⑦ 
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・登録完了後、施設一覧画面に遷移します。 

・遷移後、登録した内容を確認するには、以下を実施します。 

 

⑧：必要に応じて検索条件を指定します。（例で施設名で絞り込み） 

⑨：「検索」をクリックします。 

⑩：施設一覧に新規施設登録した施設が表示されるので、作業用番号をクリックすると内容を表示

します。 

 

 
  

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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Ⅲ－１－３．個別データ登録（ＷＥＢ入力） 
 

（１）個別データ入力画面の起動 

 

① ：インフォメーション画面左のメニューバーから「77条調査（登録用）」をクリックします。 

 
 

② ：管理者区分 1、2、3を選択したのち、「検索」をクリックします。 

 

① 

② 
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③ ：対象施設の「作業用番号」をクリックします。 

 

  

③ 
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（２）個別データ入力 

 

① ：諸元、老朽化対策、老朽化対策（跨線橋）、通行規制、耐震補強、高速跨道橋のタブを切り替

えて目的の施設情報を表示します。 

② ：施設情報を変更します。 

③ ：「更新」ボタンをクリックします。 

 

 

④：更新後、施設一覧画面へ遷移します。 

 
  

① 

② 

③ 

④ 
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（３）個別データの削除 

 

・管理橋梁が撤去等により、登録済されている施設情報を削除する手順について説明します。 

・登録済みの施設は、データそのものを削除することはできません。 

・作業内容フラグを「×：削除」にすることで、施設の削除（撤去、廃止等）を表現します。 

 

①：７７条調査（登録用）施設一覧を開き、対象施設の作業用番号をクリックします。 

 

 

②：作業内容区分に削除を選択します。 

 

 

① 

② 
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④ ：プルダウンメニューから配当する内容を選択します。 

 

 

⑤ ：補足すべき内容入力後、⑤「更新」をクリックします。施設一覧に遷移します。 

 

 

 

 

  

③ 

④ 

⑤ 
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Ⅲ－１－４．一括データ登録 
 

・登録情報を CSVファイルで出力し、編集後一括して登録する方法を説明します。 

 

・登録方法は、道路橋 DB から対象橋梁の登録されているデータを CSV ファイルに出力、別途ダウ

ンロードして取得する一括登録用エクセルファイル（「77 条調査データ入力シート.xlsm」を利

用して編集（インポート、編集、エクスポート）し、一括登録する流れとなります。 

 

（１）施設一覧の表示 

 

① ：インフォメーション画面左のメニューバーから「77条調査（登録用）」をクリックします。 

 

 

② ：検索条件を指定して「検索」をクリックします。（例では、点検実施年度に 2018年度を指定） 

① 
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② 
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③ ：施設一覧が表示されます。 

（例：検索条件により点検実施年度 2018年の 44件が施設一覧に表示されています。） 

 

 

  

③ 
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（２）一括登録 CSV出力 

 

① ：「一括登録 CSV 出力」をクリックし、施設一覧に表示されている対象施設の CSV データをダ

ウンロードします。 

② :道路橋ＤＢからファイルがダウンロードされます。 

 

 

 

③ ：ダウンロードされた CSVファイルを確認してください。 

 

 

  

① 

② 

③ 
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（３）一括登録 EXCEL取得 

 

① ：「一括登録 EXCEL 取得」をクリックし、「77 条調査データ入力シート.xlsm」をダウンロード

します。 

 

 

 

② ：ダウンロードされた７７条調査データ入力シートを確認したのち、ファイルを開きます。 

 

 

  

① 

② 
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（４）CSVデータのインポート 

 

・エクセルファイルに先にダウンロードした CSVデータをインポートします。 

 

① ：「ツール」シートを開きます。 

 

 

  

① 
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② ：「インポート対象 CSVファイルを選択して下さい」をクリックします。 

 

③ ：ダウンロード済の CSVファイルを指定し、④：「選択」をクリックします。 

  

②  

② 

③ 

④ 
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④ ：「インポート CSV ファイルと場所」に選択したファイルのパスが表示されているか確認して

ください。 

⑤ ：確認後、「CSVインポート開始」をクリックします。処理が完了するまでお待ちください。処

理完了後、「77条調査_登録」に遷移します。 

⑥ ：「インポート完了しました。」を確認し、「OK」をクリックします。 

⑧：(2) インポートされたデータ件数が表示されます。（インポートした件数＋１（見出し行）） 

⑤ 

⑥ 
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（５）データの入力/編集 

 

① ：「７７条調査_登録」シートの各明細データの入力/編集を行います。 

 

 

 

 

 

⑦ 

⑧ 
インポート件数：45 件（見出し行含む） 

① 
注)入力項目は赤枠部のみではありません。右にも項目はあります。 
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[入力時の注意事項] 

・ 入力方式には「選択」と「記入」があり、「選択」はリストボックスから選択、リストボック

スを選択すると、右側に選択結果が表示されます。「記入」は直接入力となります。 

・ 不要なデータ行の削除は、対象行を選択し右クリックメニューから「橋梁データ削除」で可能

です。 

・ 選択欄の「#N/A」は、正しく選択されてないことを警告しています。 

・ 入力エラーがある箇所は背景色が黄色で表示されます。 

・ データ行の追加/挿入は出来ません。 
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（６）CSVデータのエクスポート 

・入力／編集したデータを一括登録するために、CSVファイルにエクスポートします。 

① ：「ツール」シートを開きます。 

② ：「エクスポート対象 CSV ファイルを指定して下さい」をクリックして CSV ファイルを指定し

ます。 

（新たに、ファイルを作成するため、ファイル名は任意で結構です） 

 
 

③ファイルを指定し、④「保存(s)」をクリックします。 

② 

① 
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④ ：ツールシートの「エクスポート CSVファイルと場所」に指定結果が反映されたことを確認で

きます。 

⑥：「CSVエクスポート開始」をクリックします。エクスポートが開始されます。 

  
 

⑦ ：・「エクスポート完了しました。」を確認し、「OK」をクリックします。 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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⑦ 
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⑧ ：７７条調査データ入力シートに切り替わるのでエクスポート件数を確認します。見出し行

を含むため、エクスポートした件数＋１（見出し行）が表示されます。 

エクスポートする際の入力データチェック（自動処理）でエラーが検出された場合には、エ

ラー発生の旨のダイアログが表示されます。入力エラー箇所は背景色が黄色ですので修正入力

してください。 

注）施設 ID、国交省作業用番号、管理者コードは、７７条調査データ入力シートでは編集で

きませんが、これらの項目が後述するサーバ側登録処理にて一致しない場合には、対象

データは登録されません。 

 

 

 

  

エクスポート件数：45件（見出し行含む） 

⑧ 
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（７）一括登録 CSV登録 

・エクスポートした CSVファイルを、一括登録する操作を説明します。 

① ：「一括登録 CVS登録」をクリックします。 

② ：エクスポート済の CSVファイルを指定します。 

③ ：「開く」をクリックします。 

 

 

④ ：ファイル名を確認し、「はい」をクリックします。 

 

  

① 

② 

③ 

③ 
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④：登録処理完了までしばらくお待ちください。 

 

 

⑤ ：登録処理が完了したことを確認し、「確認」をクリックします。 

 

 

 

  

④ 

④ 
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Ⅲ－１－５．点検表記録様式の登録(個別) 
 

・点検表記録様式を作成し、個別（1橋づつ）登録する方法を説明します。 

・所定様式の点検表記録様式ファイルをダウンロードし、記入後、道路橋 DBに登録します。 

 

（１）施設一覧の表示 

 

① ：インフォメーション画面左のメニューバーから「77条調査（登録用）」をクリックします。 

 

 

② ：管理者区分 1、2、3を選択したのち、「検索」をクリックします。 

  

① 

② 
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③ ：施設一覧が表示されます。 

 

 

 

  

③ 
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（２）点検表一括登録用リスト取得 

 

① ：ダウンロード対象の施設を選択します。 

② ：「点検表一括登録用リスト取得」をクリックします。（複数選択しても取得することは可能） 

③：特定溝橋の場合、「②：←特定溝橋用のフォーマットはこちらを選択」を✓します。 

特定溝橋以外の場合、「②：施設の点検表記録様式フォーマット」を✓します。（同時選択不可） 

④：「出力」をクリックします。 

 

 

④ ：点検表フォーマットファイルが ZIPファイルとしてダウンロードされます。 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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⑤ ：ダウンロード済の点検表フォーマットファイル（ZIP）ファイルを展開します。 

 

⑥ ：展開された点検表記録様式を確認します。 

 

 

  

⑥ 

⑦ 
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（３）点検表記録様式への記入 

 

① ：点検表記録様式（エクセルファイル）を開き、1枚目のシート名が「道路橋様式 1P001」（特

定溝橋の場合は「特定溝橋様式 1P001」）であることを確認します。確認後、点検表記録様式に

点検結果等を記入します。 

②：定期点検実施年月日は、点検表記録様式を登録する上で必須の入力項目となります。また、入

力時は日付フォーマット（YYYY/MM/DD形式）で入力願います。 

③：定期点検実施年月日、判定区分、所見等は登録時に入力内容の読取を実施します。 

④：次に点検表記録様式への記入完了後、ファイルを保存します。 

注）道路橋 DB からダウンロードした点検表記録様式には、橋梁名や路線名などの情報が登録され

ています。登録されている情報に間違い等があった場合、点検表記録様式で修正した後に道路橋

DBに登録を行っても、道路橋 DBのデータには判定されません。間違い等が、あった場合は、「２．

５．３ 77条_個別入力」の方法にて修正し、再度、当該橋梁の点検記録様式をダウンロードし

てください。 

 

特定溝橋以外の場合 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
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特定溝橋の場合 

 

  

② 

① 

③ 
④ 
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（４）点検表記録様式の登録 

 

・作成した点検表記録様式の登録を行います。 

 

①：対象施設の「作業用番号」をクリックします。 

 

②、③：橋梁（７７条調査）編集画面の「老朽化対策」タブをクリックし、「点検表登録」をクリ

ックします。 

 

  

① 

② 
③ 
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④：登録対象の点検表記録様式を選択し、「開く」をクリックします。 

 

 

⑤：ファイル名を確認し、「はい」をクリックします。 

 

  

④ 

⑤ 
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⑥：確認ダイアログの内容が点検表記録様式へ記入した内容と一致するか確認し、「確認」をクリ

ックします。（確認する内容は、点検実施年、点検実施年月日、安全性、所見（任意）） 

 

 
 

⑦：「登録が完了しました。」を確認し、「確認」をクリックします。 

 

  

⑥ 

⑦ 

内容を確認 
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（５）点検表記録様式の登録結果の確認 

 

① ：一覧画面に遷移させたのち、「検索」をクリックします。 

 

 

②：点検表が登録されていることを確認（アイコン表示）し、「点検表」のアイコンをクリックし、

ダウンロードし確認することができます。 

 

 

  

① 

② 
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Ⅲ－１－６．点検表記録様式の登録(一括) 
 

・複数の点検表記録様式を一括して登録する方法を説明します。登録には、１橋毎の点検表記録様

式と一括登録用リストが必要となります。 

 

（１）施設一覧の表示 

① ：インフォメーション画面左のメニューバーから「77条調査（登録用）」をクリックします。 

 

 

② ：必要に応じて検索条件を指定し、「検索」をクリックします。（例では市区町村名で絞り込み） 

 

① 

② 
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③ ：施設一覧が表示されます。 

 

 

 

（２）点検表一括登録用リスト取得 

 

① 、②：対象施設を選択し、「点検様式一括登録用リスト取得」をクリックします。 

 

 

  

③ 

① 

② 
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② ：点検表一括登録用リスト取得画面に遷移するので、「①：点検様式一括登録用リスト」と 

「②各施設の点検表記録様式フォーマット」、または、 

「②：←特定溝橋用のフォーマットはこちらを選択」（同時選択不可）を✓し、 

「③出力」をクリックします。 

 

 

③ ：点検表フォーマットファイルが ZIPファイルとしてダウンロードされます。 

 

 

 

  

③ 

④ 
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④ ：ダウンロード済の点検表フォーマットファイル（ZIP）ファイルを展開させる。 

 

 

⑤ ：展開された点検表記録様式及び点検表一括登録用リストを確認します。 

 

  

⑤ 

⑥ 
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（３）点検表一括登録用リストへの記入 

 

①、②：①点検表記録様式ファイル名を②点検表一括登録用リストの C列（③点検表記録様式ファ

イル名）に、を記入します。 

注）A列（作業用番号）、B 列（施設名）は、システムから出力されたものを変更せずにそのまま使

用してください。 

 

 

④ ：記入済の点検表一括登録用リストを保存します。 

 

 

  

① 
② 

③ 
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（４）点検表記録様式への記入 

・「Ⅲ－１－４（３） 点検表記録様式への記入」を参照 

 

（５）点検表記録様式一括登録の準備 

 

・記入済みのファイル（点検表一括登録用リストと個別の点検表記録様式）一式を ZIPファイルに

変換します。 

① ：ファイル一式が入っているフォルダを選択し、圧縮ファイル（ZIP形式）を作成します。 

（フォルダ指定→右クリック→送る→圧縮 ZIP形式フォルダを順にクリック） 

 

 

② ：ZIPファイルを確認します。（ファイル名は任意に変更しても登録は可能） 

 

① 

② 
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（６）点検表記録様式の一括登録 

 

① ：「点検表一括登録」をクリックします。 

 

②、③：②圧縮済の点検表フォーマットファイルを指定し、③「開く」をクリックします。 

  

① 

② 

③ 
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④：ファイル名を確認し、「はい」をクリックする。 

 

 

⑤ ：「登録が完了しました。」を確認し「確認」をクリックします。 

 

 

  

④ 

⑤ 
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（７）点検表記録様式の登録結果の確認 

 

① ：一覧画面に遷移させたのち、「検索」をクリックします。 

 

 

②：点検表が登録されていることを確認（アイコン表示）し、「点検表」のアイコンをクリックし、

ダウンロードし確認することができます。 

 

  

① 

② 



73 

 

Ⅲ－１－７．点検・補修計画、概算修繕費等の入力（道路管理者のみ） 
 

 

 

「点検・補修計画、概算修繕費等」の入力については、基礎情報データベース（以降、「基礎情

報 DB」とする）への入力になります。基礎情報 DB のトップ画面の開き方を以下に示します。 

 

1. Webブラウザにて全国道路施設点検データベース（https://road-structuresdb.mlit.go.jp）

のサイトを開きます。図 3-1の左上に示すログイン画面が表示されますので、［ユーザーID］と［パ

スワード］を入力し、[ログイン]をクリックします。 

2. 図 3-1の右下の DB選択画面が表示されましたら、[基礎情報]ボタンをクリックします。 

3. 基礎情報 DBのトップ画面（P.163の図上側の画面）に遷移します。 

 

 

 

 

７７条調査では、Ⅲ－１－１～６で登録する個別データの他に、点検・補修計画、概算修繕

費等の登録が必要となります。 

 ここからは、「点検・補修計画、概算修繕費等の入力」の操作説明となります。 

登録操作は、道路管理者に限られます。 

なお、Ⅲ－１－１～６におけるデータの登録内容が、点検・補修計画、概算修繕費等の入力

画面に反映されるのは 1日後になりますのでご注意ください。 
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基礎情報 DBにおいて属性条件より検索する 

 

検索画面の説明 

基礎情報 DBのトップ画面から検索、一覧表示ボタンを押すと施設一覧画面に遷移します。 

 

 

   

 

 

施設一覧画面の画面構成について解説します。 

❶   ユーザー名を確認する ❽ CSVを出力する 

❷ ログアウトする ❾ 点検補修計画・措置履歴一括登録リストを

取得する 

❸ 基礎情報 DBのトップ画面に戻る ❿ より詳細な検索画面に遷移する 

❹ 検索条件を選択する ⓫ 地図上で閲覧したい施設を選択する 

❺ 検索条件をクリアする ⓬ 施設の基礎情報の詳細を見る 

❻ 検索する ⓭ 施設の位置確認をする 

❼ 地図上に施設位置を表示する 

9 

 

4 

12 

3 

7 
6 

5 

 13 

 

2 1 

 11 

8 
10 
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条件指定により施設を検索する 
施設を検索するためには、最初に、道路管理者を選択した上で、検索したい施設区分を選択

し、検索条件を設定した後に検索を実行します。 

自組織の施設情報は、当該施設の基礎情報（表 6.1）及び点検補修計画・概算修繕費等の情

報が閲覧できます。 

他組織の施設情報は、基礎項目のみ閲覧できます。 

 

表 0.1 基礎情報 DB にて扱う基礎項目 

道路橋 トンネル シェッド 
大型 

カルバート 
横断歩道橋 門型標識等 舗装 特定土工 

施設 ID 施設 ID 施設 ID 施設 ID 施設 ID 施設 ID 施設 ID 施設 ID 

管理者 

コード 

管理者 

コード 

管理者 

コード 

管理者 

コード 

管理者 

コード 

管理者 

コード 

管理者 

コード 

管理者 

コード 

★施設区分 ★施設区分 ★施設区分 ★施設区分 ★施設区分 ★施設区分 ★施設区分 ★施設区分 

施設名称 施設名称 施設名称 施設名称 施設名称 施設名称 施設名称 施設名称 

フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ フリガナ   フリガナ 

路線名 路線名 路線名 路線名 路線名 路線名 路線名 路線名 

管理者 

区分 

管理者 

区分 

管理者 

区分 

管理者 

区分 

管理者 

区分 

管理者 

区分 

管理者 

区分 
管理者区分 

管理者名 管理者名 管理者名 管理者名 管理者名 管理者名 管理者名 管理者名 

管理事務所名 管理事務所名 管理事務所名 管理事務所名 管理事務所名 管理事務所名 管理事務所名 管理事務所名 

都道府県名 都道府県名 都道府県名 都道府県名 都道府県名 都道府県名 都道府県名 都道府県名 

市区町村名 市区町村名 市区町村名 市区町村名 市区町村名 市区町村名 市区町村名 市区町村名 

位置_緯度 位置_緯度 位置_緯度 位置_緯度 位置_緯度 位置_緯度 位置_緯度 位置_緯度 

位置_経度 位置_経度 位置_経度 位置_経度 位置_経度 位置_経度 位置_経度 位置_経度 

架設年度 建設年度 完成年度 完成年度 架設年度 設置年度 最終修繕年度 完成年度 

橋長(m) 延長(m) 延長(m) 延長(m) 橋長(m)  延長(m) 延長(m) 

幅員(m) 幅員(m) 幅員(m) 幅員(m) 通路幅員(m) 幅員(m)   

点検実施 

年度 

点検実施 

年度 

点検実施 

年度 

点検実施 

年度 

点検実施 

年度 

点検実施 

年度 

最新点検 

年度 

点検実施 

年度 

★判定区分 ★判定区分 ★判定区分 ★判定区分 ★判定区分 ★判定区分 ★判定区分 ★判定区分 

            舗装種別   

★措置状況 ★措置状況 ★措置状況 ★措置状況 ★措置状況 ★措置状況 ★措置状況 ★措置状況 

  

 

 

 

 

 

・表内の★印項目は、地図画面にて凡例による色分け表示項目 
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道路管理者を選択する 

施設一覧画面を開くと、ご自身の所属が初期条件として設定されています。 

他の道路管理者の権限を閲覧したい場合はプルダウンより選択可能です。 

例）「東京国道事務所」の情報閲覧から「札幌開発建設部」の情報閲覧への切り替えの場合 
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道路橋について検索する 
ここでは道路橋について検索する操作例を説明します。 

例）道路橋で、かつ橋長(m)が 45m～55mに該当する道路橋を検索する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

施設区分が 
道路橋であること

を確認する 

橋長に長さの条件 
を入力する 

検索ボタンを
押す 

自組織の施設情報を検索している場合のみ、画面を横にスクロールすると、 
当該施設の基礎項目以外に点検補修計画・概算修繕費等の情報が閲覧できます。 
項目名を押すと情報を並び替えることができます。 

点検・補修情報等の 
より詳細な情報の 
検索画面に遷移する 
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検索結果から施設の位置をみる 
検索結果から個々の施設の位置をみる 

検索結果から個々の施設の位置を地図上で確認する方法を説明します。 

 

 

 

 

 

 

施設一覧に戻るボタンを
押すと施設一覧画面に 
戻ることができる 

地図上で閲覧した
い施設の「MAP」を 

選択する 
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検索結果から複数の施設の位置をみる 

検索結果から複数の施設の位置を地図上で確認する方法を説明します。 

 

 

 

 

 

 

施設一覧に戻るボタンを
押すと施設一覧画面に 
戻ることができる 

地図上で閲覧した
い施設を選択する 

地図表示を押す 
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検索結果から個々の施設の基礎情報の詳細情報をみる 
閲覧したい施設の施設 IDを押すと詳細情報の画面に遷移します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設一覧画面に 
戻ることができる 

閲覧したい施設の 
施設 ID を押す 

点検・補修等の 
詳細を確認する 
画面に遷移できる 
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点検補修計画・概算修繕費等を更新・確定する 
「6.」で検索した自組織の施設情報の点検補修計画・概算修繕費等を更新する方法は 2通りありま

す。 

①個々の施設に対して個別に更新（仮確定）する 

②複数の施設に対してまとめて更新（仮確定）する 

操作手順は以下の通りです。 

 

個々の施設に対して個別に更新（仮確定）する 
個々の施設に対して個別に更新する方法を説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新画面への 
ボタンを押す 
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更新画面の詳細 
 更新画面の項目の詳細や入力について説明します。 

 施設毎のデータベースに入力したデータが基礎情報データベースに反映されるのは翌日です。 

 修繕記録は、施設毎のデータベースで入力した点検記録が反映されるまで入力不可のため、施設

毎のデータベースで点検記録を入力した翌日以降に入力可能です。 

 既存施設の場合、点検計画と修繕計画は、施設毎のデータベースへの入力に関わらず入力可能で

す。 

新規施設の場合、施設毎のデータベースで入力したデータが反映されるまで、基礎情報データベ

ースに当該施設は存在しません。 

点検計画、最新の定期点検結果、修繕計画については以下の通りです。 

 

 

No. 項目 選択項目 ルール 

❶ 点検計画 点検計画年度に○ － 

  １.撤去・廃止中 

２.○○年までに撤去・廃止 

予定 

３.未供用 

４.○○年までに移管予定 

今期に実施しない理由があれ 

ば左記より選択します。 

❷ 最新の定期点検結果 （入力不可） 登録済の最新の点検結果が 

自動反映されます。 

❸ 修繕計画 修繕計画年度に○ － 

 

 

 

2 

1 

3 
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修繕記録の項目について説明します。 

 

No. 項目 選択内容 ルール 

❶ 措置状況 （入力不可） 修繕工事と修繕設計の前年度と前々年度の完

了・着手年月の日付により自動判別します。 

❷ 枝番 （入力不可） 当該年度において、判定区分が変わる場合

は、新たな枝番が発生します。 

❸ 措置を必要と判断した 

点検の判定区分 

（入力不可） 判定区分により入力必須項目が異なります。 

❹ 緊急措置_内容 ①通行止／②通行規制／③補修・補

強／④監視／⑤その他 

措置を必要と判断した点検の判定区分が

「Ⅳ」の場合、入力必須項目になります。 

❺ 恒久的な措置_内容 ①撤去／②架替／③機能変更／④修

繕／⑤廃止／⑥未定 

措置を必要と判断した点検の判定区分が「Ⅱ

/Ⅲ/Ⅳ」の場合、入力必須項目になります。 

❻ 修繕内容 自由入力 主な修繕内容（修繕、架替、更新、撤去、廃

止）を記載します。 

❼ 概算修繕金額 自由入力 修繕もしくは修繕設計が完了している施設に

ついて、記入します。 

❽ 恒久的な措置_進捗状況 ①実施済／②実施中／③実施予定／

④未定 

措置を必要と判断した点検の判定区分が「Ⅲ

/Ⅳ」の場合、入力必須項目になります。 

❾ 恒久的な措置_修繕設計

/工事着手/完了年月 

西暦で入力 
－ 

❿ 措置に着手できない 

理由 

１.予算不足 

２.業者の技術者不足又は技術力不足 

３.発注者の技術者不足又は技術力不   

足 

４.周辺住民や関係機関等との調整に

時間がかかる 

５.措置の方法がわからない 

６.措置の技術や手法が適切なのか判

断できない 

７.措置の優先順位、集約撤去等計画

策定に時間を要す 

８.業務・工事の不調不落 

恒久的な措置_進捗状況が「空欄/実施予定/

未定」のいずれかの場合、措置に着手できな

い理由は 1つ以上入力が必須です。 

2 

3 

4 

5 

1 

6 

9 

10 

7 

8 
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更新（仮確定）する 
項目の入力が完了したら、上へスクロールし、更新ボタンを押します。 

 

 

上へスクロールする 

更新ボタンを押す 
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複数の施設に対してまとめて更新（仮確定）する 
複数の施設に対してまとめて更新する方法は以下の 2通りです。 

①検索・一覧表示画面から更新する方法 

②基礎情報 DBトップ画面から更新する方法 

操作手順は以下の通りです。 

検索・一覧表示画面から行う 
検索・一覧表示画面から更新する手順を説明します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出力を押すと 
ZIP ファイルを 

ダウンロードできる 

更新したい施設を選択する 

点検補修計画・措置
履歴一括登録リスト
の取得ボタンを押す 
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ZIPファイルをダウンロードしたらファイルを解凍し収録しているリスト(Excel)を開きます。 

下記の画面が表示され、複数の施設に対してまとめて更新できます。 

 
リスト(Excel)に情報を書き込んだら、保存し、改めてメニュー画面より下記の手順でシステムに

登録します。 

 

 

 

点検・補修計画等登録/
更新ボタンを押す 

ファイルの選択 
ボタンを押す 

アップロードする 
ボタンを押す 
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基礎情報 DB トップ画面から行う 
基礎情報 DBトップ画面から更新する方法を説明します。 

 

ファイルの選択 
ボタンを押す 

アップロードする 
ボタンを押す 
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更新情報を確定する 
 「7.1」「7.2」において更新した情報を確定する方法を説明します。 

  

 

 

 

  

作業完了 
を選択する 

決定する 
ボタンを押す 
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Ⅲ－２．カルテ・定期点検データ 

 

・ 橋梁点検業務、診断業務が点検、診断結果を記録する定期点検・カルテ入力システム用のデー

タを取得し、結果記録後のデータの登録方法について説明します。 

 

Ⅲ－２－１．橋梁管理カルテ（登録用）施設一覧画面の基本操作 
 

①：表示されている道路管理者名が自身の所属であるかをこの画面で確認して下さい。 

②：画面右上のログアウトボタンをクリックすると本システムからログアウトします。 

③：地方整備局及び事務所を指定してください。ログインユーザーに紐づく地方整備局及び事務所

が指定できます。 

④：「クリックすると追加の検索条件が設定できます」をクリックすることで、追加条件画面が展

開します。（追加条件の表示画面は、⑫参照） 

⑤：画面左上（項目見出し）の橋梁 IDの左側の選択欄をクリックすることで、全選択/全解除がで

きます。 

⑥：選択欄：操作対象とする施設にチェックをしてください。 

⑦：PDFマーク：クリックすると、カルテ様式３をプレビュー表示できます。 

⑧：カルテ：当年度にカルテの更新が 1度でも実行された場合には「〇」が表示されます。 

⑨：定期点検：定期点検データが作成済みの場合には「〇」が表示されます。 

⑩：１ページあたりの行数：施設一覧の 1画面に表示する行数を 10、20、30に変更できます。 

⑪：頁送り：←（前頁）、→（次頁） 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 
⑤ 
⑥ ⑦ 

⑧ 

⑩ 

⑪ 

⑨ 



90 

 

・ 追加条件を指定すると地方整備局、事務所及び追加条件を満たす施設一覧を参照できます。 

⑫：「追加条件を設定してください」をクリックすると追加条件画面が閉じます。 

 

 

 

 

・ 追加条件を指定すると地方整備局、事務所及び追加条件を満たす施設一覧を参照できます。 

  

⑫ 
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Ⅲ－２－２．橋梁定期点検（登録用）施設一覧画面の基本操作 
 

①：表示されている道路管理者名が自身の所属であるかをこの画面で確認して下さい。 

②：画面右上のログアウトボタンをクリックすると本システムからログアウトします。 

③：地方整備局及び事務所を指定してください。ログインユーザーに紐づく地方整備局及び事務所

が指定できます。 

④：「クリックすると追加の検索条件が設定できます」をクリックすることで、追加条件画面が展

開します。（追加条件の表示画面は、⑪参照） 

⑤：画面左上（項目見出し）の橋梁 IDの左側の選択欄をクリックすることで、全選択/全解除がで

きます。 

⑥：選択欄：操作対象とする施設にチェックをしてください。 

⑦：PDFマーク：クリックすると、点検調書をプレビュー表示できます。 

⑧：１ページあたりの行数：施設一覧の 1画面に表示する行数を 10、20、30に変更できます。 

⑨：頁送り：←（前頁）、→（次頁） 

 

 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ 
⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 
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・ 追加条件を指定すると地方整備局、事務所及び追加条件を満たす施設一覧を参照できます。 

⑩：「追加条件を設定してください」をクリックすると追加条件画面が閉じます。 

 

 
 

  

⑩ 
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Ⅲ－２－３．塩害特定点検（登録用）施設一覧画面の基本操作 
 

①：表示されている道路管理者名が自身の所属であるかをこの画面で確認して下さい。 

②：画面右上のログアウトボタンをクリックすると本システムからログアウトします。 

③：地方整備局及び事務所を指定してください。ログインユーザーに紐づく地方整備局及び事務所

が指定できます。 

④：「クリックすると追加の検索条件が設定できます」をクリックすることで、追加条件画面が展

開します。（追加条件の表示画面は、⑪参照） 

⑤：画面左上（項目見出し）の橋梁 IDの左側の選択欄をクリックすることで、全選択/全解除がで

きます。 

⑥：選択欄：操作対象とする施設にチェックをしてください。 

⑦：PDFマーク：クリックすると、点検調書をプレビュー表示できます。 

⑧：１ページあたりの行数：施設一覧の 1画面に表示する行数を 10、20、30に変更できます。 

⑨：頁送り：←（前頁）、→（次頁） 

⑩：登録施設リスト：検索結果の施設一覧を PDF形式にてプレビュー表示できます。 

 

 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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・ 追加条件を指定すると地方整備局、事務所及び追加条件を満たす施設一覧を参照できます。 

⑪：「追加条件を設定してください」をクリックすると追加条件画面が閉じます。 

  
 

  

⑪ 
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Ⅲ－２－４．第三者被害予防措置（登録用）施設一覧画面の基本操作 
 

①：表示されている道路管理者名が自身の所属であるかをこの画面で確認して下さい。 

②：画面右上のログアウトボタンをクリックすると本システムからログアウトします。 

③：地方整備局及び事務所を指定してください。ログインユーザーに紐づく地方整備局及び事務所

が指定できます。 

④：「クリックすると追加の検索条件が設定できます」をクリックすることで、追加条件画面が展

開します。（追加条件の表示画面は、⑪参照） 

⑤：画面左上（項目見出し）の橋梁 IDの左側の選択欄をクリックすることで、全選択/全解除がで

きます。 

⑥：選択欄：操作対象とする施設にチェックをしてください。 

⑦：PDFマーク：クリックすると、点検調書をプレビュー表示できます。 

⑧：１ページあたりの行数：施設一覧の 1画面に表示する行数を 10、20、30に変更できます。 

⑨：頁送り：←（前頁）、→（次頁） 

⑩：登録施設リスト：検索結果の施設一覧を PDF形式にてプレビュー表示できます。 

 

 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 
⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 
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・ 追加条件を指定すると地方整備局、事務所及び追加条件を満たす施設一覧を参照できます。 

⑪：「追加条件を設定してください」をクリックすると追加条件画面が閉じます。 

  
 

  

⑪ 
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Ⅲ－２－５．定期点検データの作成 
 

・ 対象橋梁の配布データ（登録用データ）の作成手順を説明します。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁管理カルテ（登録用）」をクリックする。 

 
 

・ 施設一覧に遷移します。 

②、③：②地方整備局、事務所を順に指定し、③「検索」をクリックし、施設一覧を表示します。 

 

  

① 

② ③ 
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② 、④：③対象施設を選択し、④「定期点検データ作成」をクリックします。 

⑤：「定期点検データ作成を開始しますか？」を確認し、「はい」をクリックします。 

 

 
 

定期点検データが作成済みの場合は、警告文が表示されるので、「確認」をクリックしたのち、 

２．６．18 定期点検データの削除を実施して下さい。 

 
  

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：処理完了まで、しばらくお待ちください。 

  

 
 

⑦：「定期点検データを作成しました。」を確認し、「確認」をクリックします。 

  

 
  

⑥ 

⑦ 
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⑧：対象施設の定期点検に「○」表示されていることを確認してください。 

 

 

 

注）配布データ（登録用データ）について 

・ 配布データ（登録用データ）は、前回点検結果の記録様式（その２）、（その４）、（その１０）

の画像データ、（その７）、（その８）、（その１１）（その１２）のテキストデータを保持していま

す。 

・ 前回点検が複数回で実施されている場合（例えば、跨線部を含む多径間の橋梁で、跨線部（５

年前に実施）と跨線部以外（４年間に実施）を２年間で実施した場合等）は、直近の点検結果（跨

線部以外（4年前に実施）を前回点検結果として扱います。 

・ 従って、跨線部（５年前に実施）の前回点検結果は配布データ（登録用データ）には含まれま

せん。含まれないデータを今回点検で活用する場合には、橋梁定期点検の点検調書より確認して

ください。 

  

⑧ 
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Ⅲ－２－６．塩害データの作成 
 

・ 対象橋梁の塩害データの作成手順を説明します。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁管理カルテ（登録用）」をクリックする。 

 

 

・ 施設一覧に遷移します。 

②、③：②地方整備局、事務所を順に指定し、③「検索」をクリックし、施設一覧を表示します。 

 

  

① 

② ③ 
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③ 、④：③対象施設を選択し、④「塩害データ作成」をクリックします。 

④ ：「塩害データ作成を開始しますか？」を確認し、「はい」をクリックします。 

 

 
 

塩害データが作成済みの場合は、警告文が表示されるので、「確認」をクリックしたのち、 

２．６．１９ 塩害データの削除を実施して下さい。 

 
  

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：処理完了まで、しばらくお待ちください。 

  

 
 

⑦ ：「塩害データを作成しました。」を確認し、「確認」をクリックします。 

  

 
  

⑥ 

⑦ 
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⑧ ：対象施設の塩害に「○」表示されていることを確認してください。 

 

 

  

⑧ 
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Ⅲ－２－７．第三者被害データの作成 
 

・ 対象橋梁の第三者被害データの作成手順を説明します。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁管理カルテ（登録用）」をクリックする。 

 

 

・ 施設一覧に遷移します。 

②、③：②地方整備局、事務所を順に指定し、③「検索」をクリックし、施設一覧を表示します。 

 

  

① 

② ③ 
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⑤ 、④：③対象施設を選択し、④「第三者被害データ作成」をクリックします。 

⑥ ：「第三者被害データ作成を開始しますか？」を確認し、「はい」をクリックします。 

 

 
 

第三者被害データが作成済みの場合は、警告文が表示されるので、「確認」をクリックしたのち、 

２．６．２０ 第三者被害データの削除を実施して下さい。 

 
  

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：処理完了まで、しばらくお待ちください。 

  

 

 

⑦：「第三者被害データを作成しました。」を確認し、「確認」をクリックします。 

  

 
  

⑥ 

⑦ 
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⑧：対象施設の第三者被害に「○」表示されていることを確認してください。 

 

 

  

⑧ 
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Ⅲ－２－８．定期点検データの MDB 出力 
・ 作成した橋梁定期点検データを出力する操作を説明します。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁定期点検（登録用）」をクリックします。 

 

 
 

・施設一覧に遷移します。 

②、③：②地方整備局及び事務所を指定し、③「検索」をクリックします。 

 

  

① 

② ③ 
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⑦ ：対象施設を選択します。（例では１橋梁のみですが、複数選択可） 

 

 
 

⑧ ：「MDB出力」をクリックし、次に「配布データ出力」をクリックします。 

 

 

注）配布データのデータフォルダ構成について 

・ 「配布データ出力」では対象事務所に対して、一つのデータフォルダ構成となります。 

・ 「配布データ出力（橋梁別）」では対象事務所に対して、橋梁ごとのデータフォルダ構成とな

ります。 

・ 上記のように、橋梁単位、事務所単位での出力は可能ですが、点検・診断結果の記録、記録デ

ータの道路橋 DBへの登録等を考慮した場合、橋梁単位での出力をお進めします。

④ 

⑤ 
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⑥：処理完了をしばらくお待ちください。 

 

 

 

⑨ 、⑧：ダウンロードが完了すると、「配布データを出力しました。」となるので、⑦「確認」を

クリックします。その後で、⑧「ファイルを開く」をクリックします。 

 

 

 

  

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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⑨：配布データ出力ファイル（ZIP）を展開します。 

 

 
 

⑩：展開された配布データを確認します。 

 

 

・ 定期点検・カルテ入力システム(スタンドアロン版)を利用し、配布データに対して、点検結果

あるいは診断結果を登録します。 

 

  

⑨ 

⑩ 
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Ⅲ－２－９．塩害データの MDB 出力 
・ 作成した塩害データを出力する操作を説明します。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「塩害特定点検（登録用）」をクリックします。 

 

 

 

・施設一覧に遷移します。 

②、③：②地方整備局及び事務所を指定し、③「検索」をクリックします。 

  

① 

② ③ 



114 

 

④：対象施設を選択します。（例では１橋梁のみですが、複数選択可） 

 

 

 

⑤：「MDB出力」をクリックし、次に「配布データ出力」をクリックします。 

 

 

注）配布データのデータフォルダ構成について 

・ 「配布データ出力」では対象事務所に対して、一つのデータフォルダ構成となります。 

・ 「配布データ出力（橋梁別）」では対象事務所に対して、橋梁ごとのデータフォルダ構成とな

ります。 

・ 上記のように、橋梁単位、事務所単位での出力は可能ですが、点検・診断結果の記録、記録デ

ータの道路橋 DBへの登録等を考慮した場合、橋梁単位での出力をお進めします。

④ 

⑤ 
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⑥：処理完了をしばらくお待ちください。 

 

 

 

⑦、⑧：ダウンロードが完了すると、「配布データを出力しました。」となるので、⑦「確認」をク

リックします。その後で、⑧「ファイルを開く」をクリックします。 

 

 
 

  

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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⑨：配布データ出力ファイル（ZIP）を展開します。 

 

 
 

⑩：展開された配布データを確認します。 

 

 

・ 定期点検・カルテ入力システム(スタンドアロン版)を利用し、配布データに対して、点検結果

あるいは診断結果を登録します。 

 

  

⑨ 

⑩ 
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Ⅲ－２－１０．第三者被害データの MDB 出力 
・ 作成した第三者被害データを出力する操作を説明します。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「第三者被害予防措置（登録用）」をクリック

します。 

 

 

 

・施設一覧に遷移します。 

 

②、③：②地方整備局及び事務所を指定し、③「検索」をクリックします。 

  

① 

② ③ 
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④ ：対象施設を選択します。（例では１橋梁のみですが、複数選択可） 

 

 

 

⑤：「MDB出力」をクリックし、次に「配布データ出力」をクリックします。 

 

 

注）配布データのデータフォルダ構成について 

・ 「配布データ出力」では対象事務所に対して、一つのデータフォルダ構成となります。 

・ 「配布データ出力（橋梁別）」では対象事務所に対して、橋梁ごとのデータフォルダ構成とな

ります。 

・ 上記のように、橋梁単位、事務所単位での出力は可能ですが、点検・診断結果の記録、記録デ

ータの道路橋 DBへの登録等を考慮した場合、橋梁単位での出力をお進めします。

④ 

⑤ 
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⑥：処理完了をしばらくお待ちください。 

 

 

 

⑦、⑧：ダウンロードが完了すると、「配布データを出力しました。」となるので、⑦「確認」をク

リックします。その後で、⑧「ファイルを開く」をクリックします。 

 

 
 

  

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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⑨：配布データ出力ファイル（ZIP）を展開します。 

 

 
 

⑩：展開された配布データを確認します。 

 

 

・ 定期点検・カルテ入力システム(スタンドアロン版)を利用し、配布データに対して、点検結果

あるいは診断結果を登録します。 

 

  

⑨ 

⑩ 
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Ⅲ－２－１１．点検結果／診断結果の記録 
 

・ 点検業務、診断業務の結果を記録します。 

・ 事前にダウンロードした、定期点検・カルテ入力システム(スタンドアロン版)を起動します。 

 

（１） 定期点検データを記録する場合 

 

①：初期画面の「橋梁定期点検」をクリックします。 

 

注）定期点検業務受注者は、「橋梁管理カルテ」がグレー表示の場合があります。 

  

① 
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②：「データフォルダ」選択をクリックします。 

③：出力し、展開したフォルダを選択します。 

 

 

  

② 

③ 
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④：対象橋梁をダブルクリックします。 

 

  

④ 
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⑤：点検結果、診断結果を記録し、保存します。 

（基本諸元等のついても現地状況を踏まえて変更します。詳細は、入力システムのマニュアルを参

照してください。） 

 

  

⑤ 
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（２） 塩害特定点検データ 

 

① ：初期画面の「コンクリート塩害に関する特定点検」をクリックします。 

 

注）定期点検業務受注者は、「橋梁管理カルテ」がグレー表示の場合があります。 

  

① 
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②：「データフォルダ」選択をクリックします。 

③：出力し、展開したフォルダを選択します。 

 

 

  

② 

③ 
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④：対象橋梁をダブルクリックします。 

 

  

④ 
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⑤：点検結果を記録し、保存します。 

（基本諸元等のついても現地状況を踏まえて変更します。詳細は、入力システムのマニュアルを参

照してください。） 

 

  

⑤ 
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（３） 第三者被害予防措置データ 

 

① ：初期画面の「橋梁における第三者被害予防措置」をクリックします。 

 

注）定期点検業務受注者は、「橋梁管理カルテ」がグレー表示の場合があります。 

  

① 
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②：「データフォルダ」選択をクリックします。 

③：出力し、展開したフォルダを選択します。 

 

 

  

② 

③ 
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④：対象橋梁をダブルクリックします。 

 

  

④ 
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⑤：点検結果を記録し、保存します。 

（基本諸元等のついても現地状況を踏まえて変更します。詳細は、入力システムのマニュアルを参

照してください。） 

 

  

⑤ 
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Ⅲ－２－１２．定期点検データ取込の準備 

 

① ：対象施設を選択します。 

②：「外部出力」をクリックします。 

③ ：出力設定に「定期点検データ」を選択します。 

④ ：定期点検データを出力するフォルダを新規作成します。 

⑤ ：「OK」をクリックします。 

 

 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：外部出力された定期点検データを ZIPファイルへ圧縮します。 

（フォルダ選択→右クリック→送る→圧縮（ZIP形式）フォルダの順にクリック） 

 

 

⑦：圧縮済の定期点検データファイル（ZIP）を確認します。 

 

  

⑥ 

⑦ 
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Ⅲ－２－１３．塩害データ取込の準備 

 

① ：対象施設を選択します。 

② ：「外部出力」をクリックします。 

③ ：出力設定に「塩害データ」を選択します。 

④ ：塩害データを出力するフォルダを新規作成します。 

⑤ ：「OK」をクリックします。 

 

 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 



136 

 

⑥：外部出力された塩害データを ZIPファイルへ圧縮します。 

（フォルダ選択→右クリック→送る→圧縮（ZIP形式）フォルダの順にクリック） 

 

 

⑦ ：圧縮済の塩害データファイル（ZIP）を確認します。 

 

  

⑥ 

⑦ 
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Ⅲ－２－１４．第三者被害予防措置データ取込の準備 

 

① ：対象施設を選択します。 

② ：「外部出力」をクリックします。 

③ ：出力設定に「第三者被害予防措置データ」を選択します。 

④ ：第三者被害予防措置データを出力するフォルダを新規作成します。 

⑤ ：「OK」をクリックします。 

 

 

 

 

  

① 

② 

③ 

④ ⑤ 
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⑥：外部出力された第三者被害予防措置データを ZIPファイルへ圧縮します。 

（フォルダ選択→右クリック→送る→圧縮（ZIP形式）フォルダの順にクリック） 

 

 

⑧ ：圧縮済の第三者被害予防措置データファイル（ZIP）を確認します。 

 

  

⑥ 

⑦ 
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Ⅲ－２－１５．定期点検データ取込 

 

 

データ取込の前に必ずご確認下さい。 

 

定期点検データ取込時の留意事項 

 

１）データ取込時の処理について 

・ 道路橋 DBへのデータ取込は、常に「上書き」処理をおこないます。 

・ 定期点検のデータは、点検業者（２者以上の場合も有り）と診断業者が共有します。 

・ データ取込をおこなう場合は、取込前の道路橋 DBに格納されているデータが、どの時点の

誰が登録したデータであるかを確認のうえ、「上書き」登録の適否を必ずご確認下さい。 

例えば、はじめに点検業者が点検業者が点検結果データを道路橋 DBに登録し、そのデータ

を診断業者が道路橋 DBから取得して、入力システムを使用して診断結果データを追加し、道

路橋 DBに登録したとします。その後、点検業者が診断結果を含まない点検結果データを一部

修正して再度、道路橋 DBに登録した場合には、診断結果データのないデータが最終登録デー

タとなってしまいます。 

・ 道路橋 DBの登録データがどのような状況（誰が、いつ登録しているか）であるかの情報

は、施設管理者(業務発注者)、点検業者、診断業者等の関係者間で共有して下さい。道路橋

DB上でも橋梁定期点検（登録用）画面にて点検業務、診断業務のそれぞれでコメントできる

仕組みを設けていますので、ご活用下さい。（Ⅲ－２－16．コメント・確定フラグ登録参照） 

 

２）データ容量について 

・ 定期点検要領の改訂や支援技術の活用等により、1橋あたりのデータ容量が増大している

状況です。 

・ 道路橋 DBでは大容量のデータを扱う関係上、1回のデータ取込時に扱う容量を「2.0GB」

を上限と想定しています。 

・ １橋あたりのデータ容量が「2.0GB」を超える場合には、データベース運営会社に問い合わ

せください。 

 

３）データの確定について 

・ 道路橋 DBでは、結果データの公開前に、点検業務、診断業務がそれぞれ最終のデータが登

録されたことの確認が必要となります。確認の方法として、データ登録画面のコメントと合

わせて確定フラグを設定しています。 

 それぞれの最終データを登録する際には、コメントとともに必ず確定フラグをチェック状

態にして下さい。（Ⅲ－２－16．コメント・確定フラグ登録参照） 
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・前項で作成した圧縮ファイル（ZIP形式）を道路橋 DBに取り込みます。 

・道路橋データベースのインフォメーション画面から「橋梁定期点検（登録用）」をクリックし登

録する施設の一覧を表示します。 

① ：「定期点検データ取込」をクリックします。 

 

 

② 、③：②取込対象の定期点検データを選択し、③「開く」をクリックします。 

 

  

① 

② 

③ 
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③ ：配布データ取込画面が表示されます。 

 

 

④、⑤：④対象を選択し、⑤「確認」をクリックします。 

注）例では１橋梁のみですが、複数橋梁を含む配布データを指定した場合、複数橋梁が表示され、

複数選択可となります。 

 

 

 

  

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：処理が完了するまでしばらくお待ちください。 

 
 

⑨ ：定期点検データの取り込み結果を確認し、「確認」をクリックします。 

 
注）取込結果について 

・上段(緑)：正常に取り込み完了した橋梁（橋梁管理番号、橋梁番号、橋梁名）が表示されます。 

・下段(赤)：取込に失敗した橋梁情報とエラー内容が表示されます。 

  例）必要なファイルが見つかりません：画像ファイルが所定のフォルダ配下に見つからない 

カルテが確定済 ：カルテの確定フラグが✓済みのため配布データ取込不可 

定期点検が確定済：定期点検の点検確定／診断確定が✓済みのため配布データ取込不可 

不明なエラー：その他のエラー（データベース運営会社にお問い合わせ下さい。） 

  

⑥ 

⑦ 
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⑧、⑨：施設一覧にて⑧最新登録日と⑨最新登録者を確認します。 

⑨、⑪：施設一覧にて⑩点検業社名と⑪点検更新日を確認します。 

⑫、⑬：施設一覧にて⑫診断業社名と⑬診断更新日を確認します。 

 

 

注） 

⑧ 最新登録日には、作業日（当日）を設定します。 

⑨ 最新登録者には、ログインユーザー名を設定します。 

⑩ 点検業者名には、ログインユーザーが点検業者の場合、ログインユーザー名を設定します。 

⑪ 点検更新日には、ログインユーザーが点検業者の場合、作業日（当日）を設定します。 

⑫ 診断業者名には、ログインユーザーが診断業者、又は、管理者区分：国のユーザーの場合、 

ログインユーザー名を設定します。 

⑬ 診断更新日には、ログインユーザーが診断業者、又は、管理者区分：国のユーザーの場合、 

作業日（当日）を設定します。 

  

⑧ ⑨ ⑫ ⑬ ⑩ ⑪ 
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⑭ ：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁管理カルテ（登録用）」をクリックし

ます。 

 

 

⑮ ：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索します。 

⑯：カルテに「〇」が表示されていることを確認してください。 

 

注） 

定期点検の取込と同時に、カルテの取込も実施します。 

  

⑭ 

⑮ 

⑯ 
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⑰ ：ログインユーザー名が設定されていることを確認してください。 

⑱ ：作業日（当日）が設定されていることを確認してください。 

 

 

  

⑰ ⑱ 
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Ⅲ－２－１６．塩害データ取込 
 

 

データ取込の前に必ずご確認下さい。 

 

塩害データ取込時の留意事項 

 

１）データ取込時の処理について 

・ 道路橋 DBへのデータ取込は、常に「上書き」処理をおこないます。 

・ 塩害特定点検のデータは、最終更新者が登録したデータのみ保持します。 

・ データ取込をおこなう場合は、取込前の道路橋 DBに格納されているデータが、どの時点の

誰が登録したデータであるかを確認のうえ、「上書き」登録の適否を必ずご確認下さい。 

・ 道路橋 DBの登録データがどのような状況（誰が、いつ登録しているか）であるかの情報

は、施設管理者(業務発注者)、点検業者等の関係者間で共有して下さい。道路橋 DB上でも塩

害特定点検（登録用）画面にて点検業務のそれぞれでコメントできる仕組みを設けています

ので、ご活用下さい。（Ⅲ－２－16．コメント・確定フラグ登録参照） 

 

２）データ容量について 

・ 塩害特定点検要領の改訂や支援技術の活用等により、1橋あたりのデータ容量が増大して

いる状況です。 

・ 道路橋 DBでは大容量のデータを扱う関係上、1回のデータ取込時に扱う容量を「2.0GB」

を上限と想定しています。 

・ １橋あたりのデータ容量が「2.0GB」を超える場合には、データベース運営会社に問い合わ

せください。 

 

３）データの確定について 

・ 道路橋 DBでは、結果データの公開前に、点検業務が最終のデータが登録されたことの確認

が必要となります。確認の方法として、データ登録画面のコメントと合わせて確定フラグを

設定しています。 

 最終データを登録する際には、コメントとともに必ず確定フラグをチェック状態にして下

さい。（Ⅲ－２－16．コメント・確定フラグ登録参照） 
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・前項で作成した圧縮ファイル（ZIP形式）を道路橋 DBに取り込みます。 

・道路橋データベースのインフォメーション画面から「塩害特定点検（登録用）」をクリックし登

録する施設の一覧を表示します。 

① ：「塩害データ取込」をクリックします。 

 

 

② 、③：②取込対象の塩害データを選択し、③「開く」をクリックします。 

 

  

① 

② 

③ 
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③ ：配布データ取込画面が表示されます。 

 

 

④、⑤：④対象を選択し、⑤「確認」をクリックします。 

注）例では１橋梁のみですが、複数橋梁を含む配布データを指定した場合、複数橋梁が表示され、

複数選択可となります。 

 

 

 

  

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：処理が完了するまでしばらくお待ちください。 

 

 

⑦：塩害データの取り込み結果を確認し、「確認」をクリックします。 

 

注）取込結果について 

・上段(緑)：正常に取り込み完了した橋梁（橋梁管理番号、橋梁番号、橋梁名）が表示されます。 

・下段(赤)：取込に失敗した橋梁情報とエラー内容が表示されます。 

  例）必要なファイルが見つかりません：画像ファイルが所定のフォルダ配下に見つからない 

カルテが確定済 ：カルテの確定フラグが✓済みのため配布データ取込不可 

塩害特定点検が確定済：塩害特定点検の点検確定／診断確定が✓済みのため配布データ取

込不可 

不明なエラー：その他のエラー（データベース運営会社にお問い合わせ下さい。） 

  

⑥ 

⑦ 
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⑧、⑨：施設一覧にて⑧最新登録日と⑨最新登録者を確認します。 

⑩、⑪：施設一覧にて⑩点検業社名と⑪点検更新日を確認します。 

 

 

注） 

⑧ 最新登録日には、作業日（当日）を設定します。 

⑨ 最新登録者には、ログインユーザー名を設定します。 

⑩ 点検業者名には、ログインユーザーが点検業者の場合、ログインユーザー名を設定します。 

⑪ 点検更新日には、ログインユーザーが点検業者の場合、作業日（当日）を設定します。 

  

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 
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⑫ ：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁管理カルテ（登録用）」をクリックし

ます。 

 

 

⑬ ：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索します。 

⑭ ：カルテに「〇」が表示されていることを確認してください。 

 

注１） 

塩害データの取込と同時に、カルテの取込（注２）も実施します。 

注２） 

カルテの取込を実施するのは、配布データに含まれるカルテデータが道路橋データベースに存

在しない場合に限ります。 

  

⑫ 

⑬ 

⑭ 
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⑮ ：ログインユーザー名が設定されていることを確認してください。 

⑯ ：作業日（当日）が設定されていることを確認してください。 

 

 

  

⑮ ⑯ 
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Ⅲ－２－１７．第三者被害データ取込 

 

 

データ取込の前に必ずご確認下さい。 

 

第三者被害データ取込時の留意事項 

 

１）データ取込時の処理について 

・ 道路橋 DBへのデータ取込は、常に「上書き」処理をおこないます。 

・ 第三者被害予防措置のデータは、最終更新者が登録したデータのみです。 

・ データ取込をおこなう場合は、取込前の道路橋 DBに格納されているデータが、どの時点の

誰が登録したデータであるかを確認のうえ、「上書き」登録の適否を必ずご確認下さい。 

・ 道路橋 DBの登録データがどのような状況（誰が、いつ登録しているか）であるかの情報

は、施設管理者(業務発注者)、点検業者等の関係者間で共有して下さい。道路橋 DB上でも第

三者被害予防措置（登録用）画面にて点検業務でコメントできる仕組みを設けていますの

で、ご活用下さい。（Ⅲ－２－16．コメント・確定フラグ登録参照） 

 

２）データ容量について 

・ 第三者被害要領の改訂や支援技術の活用等により、1橋あたりのデータ容量が増大してい

る状況です。 

・ 道路橋 DBでは大容量のデータを扱う関係上、1回のデータ取込時に扱う容量を「2.0GB」

を上限と想定しています。 

・ １橋あたりのデータ容量が「2.0GB」を超える場合には、データベース運営会社に問い合わ

せください。 

 

３）データの確定について 

・ 道路橋 DBでは、結果データの公開前に、点検業務で最終のデータが登録されたことの確認

が必要となります。確認の方法として、データ登録画面のコメントと合わせて確定フラグを

設定しています。 

 それぞれの最終データを登録する際には、コメントとともに必ず確定フラグをチェック状

態にして下さい。（Ⅲ－２－16．コメント・確定フラグ登録参照） 
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・前項で作成した圧縮ファイル（ZIP形式）を道路橋 DBに取り込みます。 

・道路橋データベースのインフォメーション画面から「第三者被害予防措置（登録用）」をクリッ

クし登録する施設の一覧を表示します。 

① ：「第三者被害データ取込」をクリックします。 

 

 

② 、③：②取込対象の第三者被害データを選択し、③「開く」をクリックします。 

 

  

① 

② 

③ 
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③ ：配布データ取込画面が表示されます。 

 

 

④、⑤：④対象を選択し、⑤「確認」をクリックします。 

注）例では１橋梁のみですが、複数橋梁を含む配布データを指定した場合、複数橋梁が表示され、

複数選択可となります。 

 

 

 

  

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：処理が完了するまでしばらくお待ちください。 

 

 

⑦：塩害データの取り込み結果を確認し、「確認」をクリックします。 

 

注）取込結果について 

・上段(緑)：正常に取り込み完了した橋梁（橋梁管理番号、橋梁番号、橋梁名）が表示されます。 

・下段(赤)：取込に失敗した橋梁情報とエラー内容が表示されます。 

  例）必要なファイルが見つかりません：画像ファイルが所定のフォルダ配下に見つからない 

カルテが確定済 ：カルテの確定フラグが✓済みのため配布データ取込不可 

第三者被害予防措置が確定済：第三者被害予防措置の点検確定／診断確定が✓済みのため

配布データ取込不可 

不明なエラー：その他のエラー（データベース運営会社にお問い合わせ下さい。） 

  

⑥ 

⑦ 
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⑧、⑨：施設一覧にて⑧最新登録日と⑨最新登録者を確認します。 

⑩、⑪：施設一覧にて⑩点検業社名と⑪点検更新日を確認します。 

 

 

注） 

⑧ 最新登録日には、作業日（当日）を設定します。 

⑨ 最新登録者には、ログインユーザー名を設定します。 

⑩ 点検業者名には、ログインユーザーが点検業者の場合、ログインユーザー名を設定します。 

⑪ 点検更新日には、ログインユーザーが点検業者の場合、作業日（当日）を設定します。 

  

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 
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⑫ ：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁管理カルテ（登録用）」をクリックし

ます。 

 

 

⑬ ：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索します。 

⑭ ：カルテに「〇」が表示されていることを確認してください。 

 

注１） 

第三者被害データの取込と同時に、カルテの取込（注２）も実施します。 

注２） 

カルテの取込を実施するのは、配布データに含まれるカルテデータが道路橋データベースに存

在しない場合に限ります。 

  

⑫ 

⑬ 

⑭ 
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⑮ ：ログインユーザー名が設定されていることを確認してください。 

⑯ ：作業日（当日）が設定されていることを確認してください。 

 

 

  

⑮ ⑯ 
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Ⅲ－２－１８．コメント・確定フラグ登録 

（１）橋梁管理カルテ 

 

 カルテデータの取込を実施した者がデータの状態などをコメントに残すことで、閲覧者がデー

タの状態を確認することができます。 

 

① ：コメント、確定フラグを編集する場合にクリックします。 

 

 

② 、③：コメントを登録（100文字以内）、確定フラグを✓します。 

④：登録をクリックします。 

  

① 

③ 
④ 

※コメント例 

カルテ最終版 

定期点検のみ入力済み 等 100文字以内で入力 

確定フラグは、点検調書が全て整

った段階で付与すること 

 

② 
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⑤ ：「登録しました。」と表示されるので、「確認」をクリックします。 

 

 

⑥ ：施設一覧にてコメント/確定フラグを確認します。 

 

 

  

⑤ 
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（２）定期点検 

 

・ 定期点検データの取込を実施した者がデータの状態などをコメントに残すことで、閲覧者がデ

ータの状態を確認することができます。 

 

①：点検コメント、点検確定を編集する場合にクリックする。 

②：診断コメント、診断確定を編集する場合にクリックする。 

 

③、④：コメントを登録（100文字以内）、確定フラグを✓する。 

⑤：登録をクリックする。 

 

  

① 

③ 

④ 
⑤ 

※コメント例 

・点検結果（跨線部のみ作成済み） 

・点検結果最終版 

・診断結果登録済み  等 100 文字以内で記載 

確定フラグは、点検調書が全て整

った段階で付与すること 

② 
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⑥：「登録しました。」と表示されるので、「確認」をクリックする。 

 

⑦：施設一覧にてコメント/確定フラグを確認する。 

 

 

 

  

⑥ 
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（３）塩害特定点検 

 

・ 塩害データの取込を実施した者がデータの状態などをコメントに残すことで、閲覧者がデータ

の状態を確認することができます。 

 

①：コメント、確定フラグを編集する場合にクリックする。 

 

②、③：コメントを登録（100文字以内）、確定フラグを✓する。 

④：登録をクリックする。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

※コメント例 

・点検結果（跨線部のみ作成済み） 

・点検結果最終版  等 100文字以内で記載 

確定フラグは、点検調書が全て整

った段階で付与すること 
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⑤：「登録しました。」と表示されるので、「確認」をクリックする。 

 

⑥：施設一覧にてコメント/確定フラグを確認する。 

 

 

 

  

⑤ 
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（４）第三者被害予防措置 

 

・ 第三者被害データの取込を実施した者がデータの状態などをコメントに残すことで、閲覧者が

データの状態を確認することができます。 

 

①：コメント、確定フラグを編集する場合にクリックする。 

 

②、③：コメントを登録（100文字以内）、確定フラグを✓する。 

④：登録をクリックする。 

 

  

① 

② 

③ 

④ 

※コメント例 

・点検結果（跨線部のみ作成済み） 

・点検結果最終版  等 100文字以内で記載 

確定フラグは、点検調書が全て整

った段階で付与すること 
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⑤：「登録しました。」と表示されるので、「確認」をクリックする。 

 

⑥：施設一覧にてコメント/確定フラグを確認する。 

 

 

 

  

⑤ 
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Ⅲ－２－17．データの公開 

（１）橋梁管理カルテ 

 

 入力が完了したカルテデータを閲覧機能にて参照できるように公開することが可能です。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁管理カルテ（登録用）」をクリックする。 

 

 

②：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索する。 

 

① 

② 
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③：確定ボタンをクリックする。 

 

 

 

注） 

確定ボタンは以下の条件を全て満たした場合のみとなります。 

⚫ ログインユーザーが道路管理者 

⚫ 検索時に追加条件を指定していない。（自管理のカルテを全て表示している。） 

⚫ カルテ、定期点検の少なくとも１つに「〇」が表示されている全カルテの確定フラグが 

✓されている。 

一度公開したカルテは非公開に戻せないため、確定ボタンをクリックする際には十分に注意して

下さい。  

③ 
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④：「公開」をクリックする。 

 

 

⑤：「公開しました。」のメッセージを確認したのち、「確認」をクリックする。 

 

  

④ 

⑤ 
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（２）定期点検 

 

 入力が完了した定期点検データを閲覧機能にて参照できるように公開することが可能です。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁定期点検（登録用）」をクリックする。 

 

 

②：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索する。 

  

① 

② 
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③：確定ボタンをクリックする。 

 

 

注） 

確定ボタンは以下の条件を全て満たした場合のみとなります。 

⚫ ログインユーザーが道路管理者 

⚫ 検索時に追加条件を指定していない。（自管理の定期点検を全て表示している。） 

⚫ リスト表示されている全ての定期点検で以下を満たす。 

点検業者名/点検更新日が設定されている場合、点検確定が✓されている。 

診断業者名/診断更新日が設定されている場合、診断確定が✓されている。 

一度公開した定期点検は非公開に戻せないため、確定ボタンをクリックする際には十分に注意し

て下さい。  

③ 
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④：「公開」をクリックする。 

 

 

⑤：「公開しました。」のメッセージを確認したのち、「確認」をクリックする。 

 
  

④ 

⑤ 
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（３）塩害特定点検 

 

 入力が完了した塩害データを閲覧機能にて参照できるように公開することが可能です。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「塩害特定点検（登録用）」をクリックする。 

 

 

②：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索する。 

  

① 

② 



175 

 

③：確定ボタンをクリックする。 

 

 

注） 

確定ボタンは以下の条件を全て満たした場合のみとなります。 

⚫ ログインユーザーが道路管理者 

⚫ 検索時に追加条件を指定していない。（自管理の定期点検を全て表示している。） 

⚫ リスト表示されている全ての塩害特定点検で以下を満たす。 

業者名/更新日が設定されている場合、確定フラグが✓されている。 

一度公開した塩害特定点検は非公開に戻せないため、確定ボタンをクリックする際には十分に注

意して下さい。  

③ 
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④：「公開」をクリックする。 

 

 

⑤：「公開しました。」のメッセージを確認したのち、「確認」をクリックする。 

 

  

④ 

⑤ 
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（４）第三者被害防止措置 

 

 入力が完了した第三者被害データを閲覧機能にて参照できるように公開することが可能です。 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「第三者被害防止措置（登録用）」をクリック

する。 

 

 

②：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索する。 

  

① 

② 
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③：確定ボタンをクリックする。 

 

 

注） 

確定ボタンは以下の条件を全て満たした場合のみとなります。 

⚫ ログインユーザーが道路管理者 

⚫ 検索時に追加条件を指定していない。（自管理の定期点検を全て表示している。） 

⚫ リスト表示されている全ての第三者被害防止措置で以下を満たす。 

業者名/更新日が設定されている場合、確定フラグが✓されている。 

一度公開した第三者被害防止措置は非公開に戻せないため、確定ボタンをクリックする際には十

分に注意して下さい。  

③ 
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④：「公開」をクリックする。 

 

 

⑤：「公開しました。」のメッセージを確認したのち、「確認」をクリックする。 

 

  

④ 

⑤ 
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Ⅲ－２－18．定期点検データの削除 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「橋梁定期点検（登録用）」をクリックする。 

 

 

②：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索する。 

 

  

① 

② 
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③：削除対象の定期点検データを選択する。 

④：「定期点検データ削除」をクリックする。 

 

 

⑤：メッセージを確認したのち、「はい」をクリックする。 

 
 

  

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：「点検データを削除しました」を確認したのち、「確認」をクリックする。 

 
  

⑥ 
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Ⅲ－２－19．塩害データの削除 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「塩害特定点検（登録用）」をクリックする。 

 

 

②：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索する。 

 

  

① 

② 
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③：削除対象の塩害データを選択する。 

④：「塩害データ削除」をクリックする。 

 

 

⑤：メッセージを確認したのち、「はい」をクリックする。 

 

 

  

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：「塩害データを削除しました」を確認したのち、「確認」をクリックする。 

 

  

⑥ 
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Ⅲ－２－20．第三者被害データの削除 

 

①：インフォメーション画面左のメニューバーから「第三者被害予防措置（登録用）」をクリック

する。 

 

 

②：地方整備局、事務所を入力したのち、「検索」をクリックし、カルテを検索する。 

 

  

① 

② 
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③：削除対象の第三者被害データを選択する。 

④：「第三者被害データ削除」をクリックする。 

 

 

⑤：メッセージを確認したのち、「はい」をクリックする。 

 

 

  

③ 

④ 

⑤ 
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⑥：「第三者被害データを削除しました」を確認したのち、「確認」をクリックする。 

 

 

 

 

⑥ 


